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「予算決算及び会計令第８５条の基準の取扱い」の運用について 

 
「予算決算及び会計令第８５条の基準の取扱い」の運用については、平成２０年３月３１日付け国

技電第５４号（以下「室長運用」という）で通知したところであるが、平成２１年３月１７日付け国

技電第４１号の土木請負工事工事費積算基準（電気通信編）の一部改定に伴い室長運用を以下のとお

りとするので通知する。 
なお、「「予算決算及び会計令第８５条の基準」の運用について」（平成２０年３月３１日付け国技電

第５４号）は、廃止する。 
 

記 
 
１ 「土木請負工事工事費積算基準（電気通信編）」に係る基準の取扱いの運用 

運用にあたっては、官房長通達記２（１）イにより処理することとし、同通達中の「直接工事

費」、「共通仮設費」、「現場管理費」及び「一般管理費等」は、土木請負工事工事費積算基準（電

気通信編）の以下に該当するものとする。 
 
（１）一般工事 

①「直接工事費」は、「直接製作費」、「直接工事費」の合計額とする。 
②「共通仮設費」は、「間接労務費」、「共通仮設費」の合計額とする。 
③「現場管理費」は、「工場管理費」、「現場管理費」、「機器間接費」の合計額とする。 
④「一般管理費等」は、機器単体費の「一般管理費等」、工事費の「一般管理費等」の合計額と

する。 
ただし、「直接製作費」は機器単体費に１０分の６を乗じた額、「間接労務費」は機器単体費

に１０分の１を乗じた額、「工場管理費」は機器単体費に１０分の２を乗じた額、機器単体費の

「一般管理費等」は機器単体費に１０分の１を乗じた額とする。 
 
（２）鉄塔・反射板工事 

①「直接工事費」は、「工場塗装費」、「材料費」、「製作費」、架設工事原価の「直接工事費」の

合計額とする。 



②「共通仮設費」は、「間接労務費」、「共通仮設費」の合計額とする。 
③「現場管理費」は、「工場管理費」、「現場管理費」の合計額とする。 

ただし、「材料費」と「製作費」の合計額は鉄塔製作費に１０分の６を乗じた額、「間接労務

費」は鉄塔製作費に１０分の３を乗じた額、「工場管理費」は鉄塔製作費に１０分の１を乗じた

額とする。 
 
２．本通知は、平成２１年４月１日以降に入札公告等を行う工事から適用する。 


